農林水産省告示様式

林地開発許可申請書
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[image: image3.emf]調整池（ 基 ㎥） 貯砂池（ 基 ㎥） 沈砂池（ 基 ㎥）

土留工（ m） 水路工（  m）
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第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha

第 号 ha ha ha



台帳番号

１

開発行為

の概要

２

許可



許 可 番 号



都市計画　自然公園　鉱業　採石　砂利採取　宅地造成　農振　農地　法定外公共物　文化財　大規模要綱

自然環境保全条例　文化財保護条例



収 受 年 月 日



工事施工者名

住 所

防災施設の概要

住 所



開発行為の目的



開発申請者名

開発行為に係る

森林の所在場所



関 係 法 令 等

関 係 市 町 村 森林審議会答申

許 可 年 月 日



開発行為をしようと

する事業区域面積

開発行為をしようと

す る 森林 面積

開発行為に係る

森 林 面 積

完了予定年月日完 了 年 月 日



永年保存

法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

次のとおり開発行為をしたいので、森林法第10条の2第1項の規定により許可を申請します。

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町　　
大字　　　　字　　　　　番地　
郡　　　　　 村

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	ヘクタール　　

	開発行為の目的
	

	開発行為の着手予定年月日
	年　　　　　　月　　　　　　日　　

	開発行為の完了予定年月日
	年　　　　　　月　　　　　　日　　

	開発行為の施行体制
	

	備考
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


注　1　面積は、実測とし、小数第4位まで記載すること。
2　開発行為を行うことについて行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合には、備考欄にその手続の状況を記載すること。
3　開発行為の施行体制の欄には、開発行為の施行者を記載するとともに、その施行者に防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を添付すること。なお、申請時において開発行為の施行者が確定していない場合における当該欄の記入については、開発行為に着手する前に必要な書類を提出することを誓約する書類等の提出をもってこれに代えることができる。
細則第1号様式

開発行為変更許可申請書
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり変更したい
ので、新潟県森林法施行細則第2条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　大字　　　　字　　　　　番地　
郡　　　　　 村

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	変更前　　　　　　　ヘクタール
	変更後　　　　　　　へクタール

	土地の利用に関する
計画
	変更前
	変更後

	防災施設の設置計画
	変更前
	変更後

	変更理由
	

	備考
	
	

	担当者連格先
	担当者名
	
	電話番号
	


注　1　面積は、実測とし、小数第4位まで記載すること。
　　2　開発行為の内容を変更することについて行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合には、
　　 備考欄にその手続の状況を記載すること。
添付書類　当初の許可申請書の添付書類に準じ、変更の内容を明らかにする書類

細則第2号様式
開発行為変更届

　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　　　 　年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり変更したい

（変更した）ので、新潟県森林法施行細則第3条第1項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　大字　　　　字　　　　　番地　
郡　　　　　 村

	開発行為の目的
	

	変更事項
	

	変更内容
	変更前
	変更後

	変更理由
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


添付書類　当初の許可申請書の添付書類に準じ、変更の内容を明らかにする書類
細則第3号様式


	
森林法に基づく開発許可標識

	
	開発許可年月日
及　び　番　号
	　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　第　　　　号
	開発区域及びその周辺の
状況を示す見取図
	

	
	開発行為の目的
	
	
	

	
	許可を受けた
森林の所在地
	
	
	

	
	許可を受けた面積
	ヘクタール
	
	

	
	許可を受けた者の
氏名及び電話番号
	
	
	

	
	工事施工者の氏名
及び電話番号
	
	
	

	
	工事現場責任者の
氏名及び電話番号
	
	
	

	
	開発行為の期間
	年　　　　月　　　日から　
年　　　　月　　　日まで　
	
	

	
	
	



細則第4号様式
開発行為着手届

　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり着手したの

で、新潟県森林法施行細則第5条の規定により届け出ます。

記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　 大字　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　 村

	開発行為の目的
	

	着手年月日
	年　　　月　　　日

	完了予定年月日
	年　　　月　　　日

	工事施工者
	住所
	

	
	氏名又は名称
及び代表者の氏名
	

	
	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	

	現場責任者
	住所
	

	
	氏名又は名称
及び代表者の氏名
	

	
	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	

	担当者連格先
	担当者名
	
	電話番号
	


細則第5号様式

開発行為施行状況報告書
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為の施行状況について、新潟県森林法

施行細則第6条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　　　　大字　　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　　村

	開発行為の目的
	
	着手年月日
	年　　月　　日

	
	
	完了予定年月日
	年　　月　　日

	工事の種別
	計　画　量
	単位
	施　工　済
	単位
	進ちょく率
	摘　　要

	
	
	
	
	
	％
	

	全　　　　　　 体
	
	
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


注　「工事の種別」欄、「計画量」欄、「施工済」欄及び「進ちょく率」欄は、土工事及びこれに関連
する工事について記載すること。この場合において、立木の伐採、表土のはく離、沈砂池若しく
は洪水調節池の設置、水路の設置又は樹木の植栽若しくは緑化を計画しているときは、それぞれ
について記載すること。
添付書類
1　工事の出来高の概況を明示した平面図

2　工事の進ちょく状況を示す写真 

3　跡地緑化の概況を明示した平面図 （一時的利用の開発の場合）

4　跡地緑化の進ちょく状況を示す写真（　　　　 〃　 　　　 ）

細則第6号様式
災害発生届
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で許可を受けた開発行為の施行に伴い、下記のとおり災害が
発生したので、新潟県森林法施行細則第7条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

	災害発生日時
	年　　　月　　　日（　曜日）　午前・午後　　時　　分

	災害発生場所
	

	災害の種別
	　山腹崩壊・地滑り・雪崩・落石・転落・その他（　　　　　　　　　　）

	被害状況
	人　身
家　屋　　　　　被害額　　　千円　被害面積　　　　　　　㎡
その他

	被害規模
	長さ　　　ｍ×平均幅　　　ｍ×深さ　　　ｍ　　土量　　　　㎡

	災害の原因
	

	気　象
データ
	降 雨 量
	連続雨量　　　　月　　　日～　　　月　　　日　　　　　mm
日雨量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm
最大時間雨量　午前・午後　　時～午前・午後　　時　　　　　mm

	
	風　　速
	平均　　　　m／sec　　最大　　　　m／sec　　　台風　　　号

	届出を行った
他の機関
	

	応急対策
	

	復旧方針
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


添付書類
　1　災害の概況を明示した平面図
　2　災害の概況を示す写真
　3　復旧計画図

細則第7号様式
開発行為休止（再開・廃止）届

　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり休止したい

（再開したい・廃止したい）ので、新潟県森林法施行細則第8条の規定により届け出ます。

記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　 大字　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　 村

	開発行為の目的
	

	休止（再開・廃止）
年月日
	年　　　月　　　日

	休止の期間
	年　　　月　　　日から

年　　　月　　　日まで

	休止又は廃止の理由
	

	休止中又は廃止後の
災害防止措置
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


細則第8号様式
開発行為完了（部分完了）届

　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり完了した
（部分完了した）ので、新潟県森林法施行細則第9条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記 
	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　 大字　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　 村

	開発行為の目的
	

	着手年月日
	年　　　月　　　日

	完了（部分完了）年月日
	年　　　月　　　日

	 完了した（部分完了した）
工事内容
	1　防災工事（工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2　工区工事（第　　　工区内全体完了）

	
	
	
	全　　体
	工　　区
	

	
	
	開発行為をしようとする森林
	ha
	ha
	

	
	
	開発行為に係る森林
	ha
	ha
	

	
	
	3全体工事
	

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


注　1　「完了した（部分完了した）工事内容」欄は、該当する番号に○印を付け、1又は2に該当す
 る場合は必要な事項を記入すること。
2　「開発行為をしようとする森林」とは、開発行為に係る森林及び当該森林に介在して又は隣接
　して残置することとなる森林で開発行為に係る事業に密接に関連するものをいう。
添付書類
1　工事の完了の状況を明示した平面図
2　工事の着手前、工事中及び工事の完了後の状況を示す写真

細則第9号様式

開発行為権原譲渡届
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
譲渡人　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

譲受人　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

　　　　  年　　月　　日付け　　第　　号で許可を受けた開発行為について、下記のとおり開発行為を

行う権原を譲渡したいので、新潟県森林法施行細則第10条第1項の規定により、関係書類を添えて届け出
ます。

記

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　 大字　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　 村

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	ヘクタール　　

	開発行為の目的
	

	譲渡の理由
	

	譲渡予定年月日
	年　　　　月　　　　日

	譲受人担当者
連　 絡　 先
	担当者名
	
	電話番号
	


添付書類
　1　譲渡後の開発行為に係る譲受人の資金計画書
　2　譲受人の資産の状況を示す書類
細則第10号様式
開発行為地位承継届
　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

下記の開発行為について、開発行為者の地位を承継したので、新潟県森林法施行細則第10条第2項の規

定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

	開発許可年月日
及び番号
	年　　　月　　　日　　　第　　　号

	開発行為に係る
森林の所在場所
	市　　　　　 町
　　　　　　　　　　大字　　　　字　　　　　番地
郡　　　　　 村

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	ヘクタール

	開発行為の目的
	

	承継年月日
	年　　　　月　　　　日

	担当者連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	


添付書類
　1　開発行為者の地位を承継したことを証する書類
　2　資金計画書
　3　資産の状況を示す書類


様式第1号
計画書
（その１）　　

	開発区域面積
	開発行為をしようとする事業区域面積
	ヘクタール

	
	〃　に係る事業区域面積
	

	
	〃　をしようとする森林面積(A)
	

	
	〃　に係る森林面積(B)
	

	住　所　

工事施工者

氏　名　
	（電話　　　　　　　　　　　）

	地形・地質及び気象
	地　　形　　標　　　高　　　　m～　　　　m　　　　平均傾斜度　　　　　　度
地形の特徴

地　　質　　地質時代　　　　　　　　　　基岩名　　　　　　土壌

気　　象　　年間降雨量　　　　　　mm　　　最大降水量　　　　　　mm

　　　　　　　最高気温　　　度　　　最低気温　　　　度　　年平均風速　　m
　　　　　　　積雪期間　　　月～　　月　　　最大積雪量　　　　　cm　　　

	(A)
	人工林　　　　ha         ㎥／ha　　無立木地　　　　ha

	の

内

訳
	天然林　　　　ha　　　   ㎥／ha　　そ の 他　　　　ha

	
	上記のうち既伐採林　　ha　今後伐採する人工林　　ha　　㎥　天然林　　ha　　㎥

	開発行為の内容
	全体計画
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日

	
	今回申請
	第　　期～第　　期

	
	期　別
	第　1　期
	第　2　期
	第　3　期
	第　4　期

	
	
	　年　　月　　日

　年　　月　　日
	　年　　月　　日

　年　　月　　日
	　年　　月　　日

　年　　月　　日
	　年　　月　　日

　年　　月　　日

	防　災　工　事　の　設　計　方　針

	切土・盛土・捨土関係
	総切土量　　　　　㎥　最大切土高　　　　　m　切土法面勾配

	
	総盛土量　　　　　㎥　最大盛土高　　　　　m　盛土法面勾配

	
	残 土 量　　　　　㎥　残土処理の方法

	土工の使用機械機種
	ブルドーザー　　t　　　　台　　　トラック　　　　t　　　　台

	
	バックホウ　 ㎥　　　　台


様式第1号


	防災施設等
	防止対策工種、数量（記載例）
防災ダム（種　別）　　　基　　　貯砂能力　　　　㎥

沈 砂 池（　　　）　　　〃　　　　〃　　　　　　㎥
調 節 池（　　　）　　　〃　　　調節能力　　　　㎥
土 留 工（　　　）　　　〃　　　総 延 長　　　　ｍ
柵　　工（　　　）　　　〃　　　　〃　　　　　　ｍ
水 路 工（　　　）　　　　　　　　〃　　　　　　ｍ
暗 渠 工（　　　）　　　　　　　　〃　　　　　　ｍ
そ の 他（　　　）
※先行設置する施設とそれ以外の施設を分けて記載すること。

	開発後の森林の状況
	開発行為をしようとする事業区域から　　　ｍを残置する。
残置森林面積(C)　　　ha　残置森林率　　　％　　
[image: image1.wmf](A)

(D)

(C)

-


(C)＝(A)-(B)-(F)　　　　　　　　　　　　　

森　林　率　　　％　　
[image: image2.wmf](A)

(E)

(C)

+


うち若齢林及び無立木地の面積(D)　　 ha　　　　
造成森林面積(E)　　　　ha　　伐採のみの森林面積(F)　　　　ha
緑化及び植栽方法

	 残置森林及び造成森林・
緑地の維持管理方法
	

	一時利用の場合は利用
後の現状回復方法
	

	その他特に
配慮した事項
	

	周辺地域における
 住宅地、道路、公園、
その他施設の状況
	住宅　　　戸　　　公共施設　　　棟　　　公共施設の種類
公道（国、県、市町村）　総延長　　　 m　その他利用状況
農地（水田　　　ha　　畑　　　ha　　その他　　　ha）
（開発の規模及び目的に応じ、概ね300m前後の施設の状況を記載）

	当該森林の水源かん養
機能に直接依存する
地域の水需給の状況
	飲料水使用住宅　　　　戸
水資源依存農地　　　　ha

防火用水等に関する利用の有無　　有・無
その他

	周辺地域への影響及び
住民生活への配慮等
※注
	


※注：森林施業上での影響の有無、隣接土地所有者の同意の有無、関係市町村長及び地域代表者の意見
等の状況を記載すること。

様式第2号
開発行為をしようとする区域の土地利用計画書
	
	全　　　体
(A)＝(B)＋(C)
	森　　　林
(B)
	そ　の　他
(C)
	そ　　の　　他　（C）　　の　　内　　訳

	
	
	
	
	雑　種　地
	畑
	田
	国　有　地
	保　安　林

	開発行為をしようと

する事業区域面積
(a)＝(b)＋(c)＋(d)
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha

	開発行為に係る
事業区域面積　

(b）
	
	
	
	
	
	
	
	

	伐採のみの面積 

(c)
	
	
	
	
	
	
	
	

	残   置   面   積
(d)
	
	
	
	
	
	
	
	

	開
発
行
為
に
係
る
事
業
区
域
面
積
(b)
の
内
訳
	造成森林
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	造成緑地
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	道路等
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建築物等
施設用地
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	宅地・畑
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	洪水調整池
沈砂池
その他
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）ヘクタールを単位として小数第4位まで記載する。
様式第3号
開発行為をしようとする区域内の地番・面積等一覧表
№　　　
	大　字
	字
	地　番
	面　　　　　　　　　　　　　　　積
	所　　有　　者
	権　　利　　者
	その他

	
	
	
	登記簿
	開発行為
をしようと
する区域
	開発行為をしようと
する森林
	開発行為をしようと
する森林以外
	左の開発に
係るもののうち
	住　所
	氏　名
	同
意
	権利の種類
	住　所
氏　名
	同
意
	

	
	
	
	
	
	開発に
係るもの
	残置
するもの
	開発に
係るもの
	残置
するもの
	造成する
森林
	造成する
緑地
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）1　無番地についても適当な方法で記載すること。

2 「その他」は、保安林については「保安林」と記載すること。

3　伐採のみの面積は、「残置するもの」に含め、上段に括弧書（内数）すること。


様式第4号
資　　金　　計　　画　　書

（単位：千円）　　

	科　　　　　　　　目
	金　　　　　　額
	備　　　　　　考

	収

入
	処分収入

補助負担金

自己資金

借入金
計


	
	

	
	
	
	

	支

出
	用地費

工事費
防災工事費

付帯工事費

事務費

借入金利息
計


	
	


（注）備考欄には内容を具体的に記載すること。

　　　　先行設置する施設とそれ以外の施設を分けて記載すること。
様式第4号－2
年　度　別　資　金　計　画　書

（単位：千円）　　

	　　　　　　　年　度

 科　目　
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度

	収


入
	処分収入

補助負担金

自己資金

借入金

計


	
	
	
	
	
	
	

	借入金の借入先
	
	
	
	
	
	
	

	支

出
	事業費
用　地　費　

工　事　費　

防災工事費　

付帯工事費　

事務費
借入金利息
借入償還金
計
	
	
	
	
	
	
	


様式第5号

資　産　状　況　報　告　書

	1
	営業概要書及び法人登記簿謄本（個人の場合は印鑑証明書）　別添のとおり

	2
	収支決算書（貸借対照表、損益計算書）　別添のとおり

	3
	納税証明書（前年度）別添のとおり


①法人税又は所得税


②事業税

	4
	主たる取引金融機関


様式第6号

伐　　採　　計　　画　　書

	森　林　の　所　在　場　所
	伐採面積
（ha）
	伐採樹種
	伐 採 齢
	伐採
時期
	備　　考

	市 町 村
	大　　字
	字
	地　　番
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


(注)1　伐採面積は、小数第2位にとどめ、第3位以下を四捨五入すること。
　　2　伐採樹種の欄は、すぎ、ひのき、まつ（あかまつ及びくろまつ）、からまつ及びその他の針葉樹並びにぶ　
な、こなら及びその他の広葉樹の別に区分すること。
　　3　伐採齢の欄は、伐採する森林が異齢林の場合には２段に分けて記載し、下段には伐採する立木の
　　 うち最も低い年齢と最も高い年齢を「○～○」のように記載し、上段には最も多い立木の年齢を記
　　　載すること。
　　4　伐採時期の欄は、伐採を実施する年度を記入すること。
　　

様式第6号－2
伐　　採　　完　　了　　届
　　年　　月　　日　　
地 域 振 興 局 長　　　様
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　
　　年　　月　　日付け新潟県　　　第　　　号で許可を受けた開発行為について、伐採が完了したので届け出ます。

	森　林　の　所　在　場　所
	伐採面積
（ha）
	伐　採　の　方　法
	伐　採
樹　種
	伐  採
齢
	伐採の
時　期
	備　　　考

	市 町 村
	大　　字
	字
	地　　番
	
	主間伐別
	伐採種別
	伐 採 率
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）1　伐採面積は、小数第2位にとどめ、第3位以下を四捨五入すること。
2　伐採種別欄には、皆伐及び択伐の別を記載すること。

3　伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
4　伐採樹種欄は、すぎ、ひのき、まつ（あかまつ及びくろまつ）、からまつ及びその他の針葉樹並びにぶな、こなら及びその他の広葉樹の別に区分すること。
5　伐採齢の欄は、伐採する森林が異齢林の場合には2段に分けて記載し、下段には伐採する立木のうち最も低い年齢と最も高い年齢を「○～○」のように記載し、上段には最も多い立木の年齢を記載すること。



様式第7号－1

土　工　計　画　書（開発面積及び土工量集計表）

（土石以外一般開発用）　

	工　　　　　　種
	切　盛　面　積　計　算
	切　盛　土　工　量　計　算
	備　　考

	
	切土面積
	盛土面積
	その他
	計
	切土量
	盛土量
	残土量
	不足土量
	残土・不足土
の処理方法
	

	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	
	


（注）切盛面積計算のその他欄は、防災施設の水没地等、切土、盛土に関係ないものを記入する。



様式第7号－2

土工計画書（採掘計画書）
（土石採掘用）　

	土
量
集
計
表
	区　分
	工　種
	切土量
	盛　土　量
	残土量
	残土・
不足土の
処理方法
	備　考

	
	
	
	
	切土転用
	不足土
	
	
	

	
	
	
	㎥
	㎥
	㎥
	　　㎥
	
	

	
	第　期
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	
	全　体
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	工
法
	切　土
	

	
	盛　土
（捨土）
	

	採掘の手段
	

	運搬機械
	

	作業中の事故
防止対策
	


（注）「採掘の手段」「運搬機械」については、使用機械の名称・台数・能力等について記載すること。


	主 な 搬 出 先
	
	採掘場からの距離
	km

	主　な　用　途
	
	1日当り採掘量(平均)
	㎥


	建築物等の有無
	
	作業時間
	時　分から
時　分まで

	採掘材の仮置方法
	

	区　　　　　分
	採掘断面の形態
	最終残壁の形態

	
	切　　土
	盛　　土
	切　　土
	盛　　土

	法
面
計
画
	土　　　　質
	
	
	
	

	
	隣接地との残置距離
	
	
	
	

	
	直高（最高）
	
	
	
	

	
	小段間の直高（最高）
	
	
	
	

	
	小段幅（最低）
	
	
	
	

	
	最急勾配
	
	
	
	

	
	擁壁の有無
	
	
	
	

	
	排水路の有無
	
	
	
	

	
	緑化工の有無
	
	
	
	

	そ
の
他
	


様式第8号－1

排 水 施 設 計 画 流 量 計 算 書

№　　　　　　
	区

　　　　分
	水  　  路　　　 

番 号

　　　　　

　  
	集
水
区
域
番
号
	洪　　　　水　　　　流　　　　量
	排　　　　水　　　　施　　　　設
	備　　考

	
	
	
	集水区
域面積
	集水区域の状況区分
	流出
係数
f
	雨量
強度
r
	雨　水
流出量
Q1
	種　類
	構　　　造
	断面積

A
	径　深

R
	粗度
係数
n
	勾　配

Ⅰ
	流　速

Ⅴ
	許容
流量
Q2
	安全率

Q2/Q1
	接続排

水施設


	

	
	
	
	
	裸 地
f＝
	耕 地
f＝
	草 地
f＝
	林 地
f＝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工


事


中
	
	
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	
	㎜／hr
	㎥／S
	
	
	㎥
	m
	
	%
	m／S
	㎥／S
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工


事


後
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	算

出
	洪水流量
Ql
	

	根

拠
	排水施設流量
Q2
	


（注）1 「集水区域の状況区分」で、建物、道路等の施設地は裸地として取り扱うこと。

2 「算出根拠」は、使用した計算式並びに使用因子の説明を記載すること。
	流末処理の方法
	

	雨水流量以外の
雑排水処理の方法
	


3 「流末処理の方法」は、どのような排水施設をどこに接続し処理するか説明するとと

もに、接続する施設管理者と協議した結果等について記載すること。
様式第8号－2
流 出 土 砂 防 止 施 設 計 算 表

№　　　　　　
	区

分
	貯

砂

施

設

番

号
	流　　　　　　　　出　　　　　　　　土　　　　　　　　砂　　　　　　　　量
	貯　砂　施　設
	備　考

	
	
	開　発

区　域

ha
	開　発　区　域　の　状　況　区　分
	裸　　　　　　　地
	草　　　地　（耕地）
	土砂量
合　計
㎥
	種　類
	構　造
	　　　貯砂量㎥
	

	
	
	
	土砂流出区域
	非土砂流出区域
建 築 施 設 等
ha
	面　積
ha
	ha当り流
出土砂量
㎥／年
	期　間
年
	土砂量
㎥
	面　積
ha
	ha当り流
出土砂量
㎥/年
	期　間
年
	土砂量
㎥
	
	
	
	
	

	
	
	
	裸地
ha
	耕地
ha
	草地
ha
	林地
ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工　事　中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工事後～３年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工事後４～５年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	貯　砂　機　能
の
回　復　措　置
	工
事
中
	
	工
事
後
	


（注）
1 「流出土砂量」は、次表を標準とし、地形、地質、工事期間、工事内容等を勘案して決定

すること。
	開発区域の状況
	ha当り流出土砂量
	厚　　　　　　さ

	裸　地・荒　廃　地
	200～600㎥／年
	20～40mm

	皆　伐　地・草　地
	15
	1.5

	択伐地
	2
	0.2

	普　通　の　林　地
	1
	0.1


2　工事期間に応じて月割で算定する。但し4か月未満の場合は4か月として計算すること。
3　ゴルフ場等の大規模な開発行為及び当該開発行為が公共施設等の近くで実施されるときは、

5年間分以上の流出土砂量を見込むこと。


様式第8号－3

跡　地　緑　化　計　画　書

	1
	位置及び数量

	2
	工種の選定

	3
	施工の方法

	4
	工程

	5
	保育管理の方法

	6
	実施段階の検討

	7
	その他


様式第9号

利害関係者の同意等の状況
同　　　　　意

	利害関係の内容
	関係者（団体）数
	同　意　済　数
	備　　　　　考

	隣接土地所有権
	
	
	

	集落
	
	
	

	水利権
	
	
	

	漁業権
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	河川等管理者
	
	
	


協 定・意 見　　

	協定・意見の種類
	関係団体数
	協定（意見聴取）済数
	備　　　　　考

	残置森林等の管理
に関する協定
	
	
	

	開発に関する協定
	
	
	

	環境保全協定
	
	
	

	森林組合意見
	
	
	

	
	
	
	


様式第10号
隣 接 地 番 一 覧 表

	大　字
	字
	地　番
	所　　　　有　　　　 者
	同意の
有　無
	備　　　考

	
	
	
	住　　　　　　　所
	氏　　　名
	
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	

	
	
	
	
	
	有　無
	


（注）備考欄には、同意無のものについて、取得見込み、取得できない理由及び事業計画で配慮した点を

記載する。

様式第11号

他 法 令 等 の 手 続 状 況
(1)　許・認可等関係

	番号
	法　　令　　種
	該当の有無
	許認可済
	申請中
	届
	年　月　日

	1
	河川法
	
	
	
	
	

	2
	都市計画法
	
	
	
	
	

	3
	自然公園法
	
	
	
	
	

	4
	土地収用法
	
	
	
	
	

	5
	道路法
	
	
	
	
	

	6
	鉱業法
	
	
	
	
	

	7
	採石法
	
	
	
	
	

	8
	砂利採取法
	
	
	
	
	

	9
	宅地造成及び特定盛土等規制法
	
	
	
	
	

	10
	農振法
	
	
	
	
	

	11
	農地法
	
	
	
	
	

	12
	海岸法
	
	
	
	
	

	13
	法定外公共物管理条例
	
	
	
	
	

	14
	新潟県自然環境保全条例
	
	
	
	
	

	15
	廃棄物の処理及び清掃
に関する法律
	
	
	
	
	

	16
	土壌汚染対策法
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	


（2）協議関係　
	番号
	法　　令　　種
	該当の有無
	内　　　　　容
	済
	年　月　日

	1
	新潟県大規模開発行為
の適正化対策要綱
	
	
	
	

	2
	文化財保護法
	
	
	
	

	3
	新潟県文化財保護条例
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


（3）その他
	番号
	法　　令　　種
	該当の有無
	内　　　　　容
	済
	年　月　日

	1
	環境影響評価法
	
	
	
	

	2
	環境影響評価条例
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（注）1　該当するものに○を附すること。
　　　2　該当する許認可又は申請、協議関係の書類を添付すること。


様式第12号

林　地　開　発　許　可　台　帳




	3　施行経過等
	収受年月日
	通知年月日
	内　　　容
	収受年月日
	通知年月日
	内　　　容
	収受年月日
	通知年月日
	内　　　容

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4　変更届等

	収受年月日
	確認年月日
	内　　　　　　　　　　容
	収受年月日
	確認年月日
	内　　　　　　　　　容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	予　　　　　備
	


様式第13号

　第　　　　　　号
年　　月　　日

市　町　村　長　　様

地 域 振 興 局 長　　

林地開発行為に関する意見について（照会）

年　　月　  日付けで下記の林地開発許可申請があったので、森林法第10条の２第６項の規定により、当該開発行為に関する貴職の意見をお聴かせください。

記

1　申　請　者　名

2　開発行為に係る森林の所在場所
3　開発行為の目的

4　聴取意見の内容

（1）当該森林の現に有する次の機能からみて、当該開発行為が周辺地域に及ぼす影響

　　ア　土地に関する災害の防止機能
　　イ　水害の防止機能
　　ウ　水源のかん養機能
　　エ　環境の保全機能
 (2)　開発行為に対する地域住民の意向
 (3)　公共施設等に及ぼす影響
 (4)　総合的見地からみた開発計画に対する意見
5　その他（補足事項）
（1）貴市町村の区域内において開発行為により影響を受ける者の意見を把握し、その意見を踏まえて意見聴取に応じることができます。
（2）（1）において、必要に応じて新潟県が提供した林地開発許可申請の資料の（全部又は一部）を、当該影響を受ける者に提供することができます。
様式第14号
許可（変更許可）申請審査書・連絡調整内容確認書

	収受年月日
	
	

	審　査　事　項
	検　　　　討　　　　事　　　　項
	審査結果

	1 事業区域内における
  機能の高い森林等の状況
	機能の高い森林　有（ 1  2  3  4  5 ）・無 
	

	
	入会林野整備対象区域　有・無
	該当なし

	
	林道利用区域　有・無　　　　林業構造改善事業　有・無
	

	
	保安林及び保安施設地区　有・無　　　県有林等　有・無
	適

	
	造林補助事業　有・無　　　山地災害危険地区等　有・無
	

	
	治山事業施行地及び計画地　有・無
	条 件 適

	
	その他
	

	
	＜処理方針＞


	不　　適

	2

一般的事項


	事業の実現性
	計画書、設計図書、その他内容等が具体的であるか。
	適 ・ 不適

	
	
	全体計画と期別計画が適切か。
	適 ・ 不適

	
	
	実施に伴う技術資格者の有無、資金計画書の内容、信頼性。
	適 ・ 不適

	
	用地確保の状況
	同意取得　　　ha　　　％　　　筆　　　％
	適 ・ 不適

	
	
	自己所有　　　ha　買収予定　　ha　借地（予定）　　ha
	

	
	関係法令等
	[許認可届出]　都市計画　自然公園　鉱業　採石　砂利採取　宅地造成及び特定盛土

	
	
	農振　農地　法定外公共物　文化財　自然環境保全条例　土壌汚染

（　　　　）

	
	
	[協議]　大規模要綱　文化財保護条例（　　　　　　　　　　　　）

	3　災害・水害の防止
	切土・盛土の工法、法面の保護、小段の配置について、技
	適 ・ 不適

	
	術的細則により計画されているか。残土処理は適切か。
	

	
	調節池・沈砂池等について、技術的細則により計画されて
	適 ・ 不適

	
	いるか。堰堤が治山技術基準に準じて計画されているか。
	

	
	土留・柵工について、技術的細則により計画されているか。
	適 ・ 不適

	
	排水施設について、技術的細則により計画されているか。
	適 ・ 不適

	
	その他災害の防止対策（　　　　　　　　　　）は適切か。
	適 ・ 不適

	4　水の確保
	必要水量が確保されているか。
	適 ・ 不適

	
	水質保全の対策は適切か。
	適 ・ 不適

	5　環境の保全
	残置森林等の配置は適切か。
	適 ・ 不適

	
	植栽計画、緑化計画は適切か。
	適 ・ 不適

	
	残置森林等の管理計画は適切か。
	適 ・ 不適

	
	跡地緑化計画は適切か。（一時的利用の開発の場合）
	適 ・ 不適

	6　その他
	その他周辺地域の住民生活等への配慮は十分か。
	適 ・ 不適

	
	その他森林施業への影響はあるか。
	適 ・ 不適

	
	地区代表者等の意見はどうか。
	賛成・反対

	
	関係市町村長（　　　　　　　　　）の意見はどうか。
	賛成・反対

	
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	適 ・ 不適

	知事への申し送り事項
	

	総　合　判　定
適

条　件　適

不　　　適
	

	審　査　担　当　者
	


様式第15号

林地開発許可申請書の取下げ願

年　　月　　日

新潟県知事　　様

（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあっては、　　　　　　　  

　名称及び代表者の氏名　　　　　　　　

（電  話　　　　　　　　　　　）
年　　月　　日付けの申請を取り下げます。

様式第15号－2
第   　 　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

　新　潟　県　知　事　　
  （地域振興局長） 　　
林地開発許可申請の取下げについて（通知）

年　　月　　日付けで願いのあった下記の申請について、書類一式を返還します。

記

1 　開発行為に係る森林の所在場所

2 　開発行為に係る森林の土地の面積
3　 開発行為の目的

様式第15号－3
第　　　　　　号
年　　月　　日

市　町　村　長　 様
　新潟県農林水産部長

（地域振興局長） 
林地開発許可申請の取下げについて（通知）

　　　年　　月　　日付け　　第　　号で意見をいただきました林地開発行為

について、申請が取り下げられたのでご承知ください。

なお、貴職に送付してある関係書類については、申請者に返還願います。

様式第16号

年　　月　　日

地 域 振 興 局 長　様

 治　山　課　長

大規模開発行為の適正化対策要綱による
協議（国土利用計画法による申請・届出）

に対する意見について（照会）

用地・土地利用課長から下記の土地取得事前協議書（開発行為事前協議書・開発行為

変更協議書・開発行為事前協議書（土地取得前）・申請書・届出）の審査依頼があった

ので、別紙関係図書を審査の上、（　　月　　日までに）意見書（ 様式第16号－2 ）を

提出してください。

記

1 　整　理　番　号

2　 協議（申請・届出）者

3　 土地の所在場所

4　 利用目的（開発行為の目的）

様式第16号－2

大規模開発行為の適正化対策要綱による

協議（国土利用計画法による申請・届出）
に対する意見書

年　　月　　日

　治　山　課　長　様

地 域 振 興 局 長



　　　　　　　　年　　　月　　　日付けで照会のあった協議（申請・届出）に対する意見につい
　ては、下記のとおりです。
記

	整理番号
	
	種　別
	要綱（4条・6条・9条・13条の2）協議・法14条申請・23条届出

	協議（申請・届出）者
	
	土地の所在場所
	

	利用目的
	
	地域森林計画対象民有林の面積
	ha　

	防災上からの意見

・保安林、保安施設地区の有無
・地すべり地区の有無
・治山事業施設の有無
・その他
	

	森林生産上からの意見

・補助事業実施の有無
　（事業名、規模、実施年度）
・林業経営上からの意見
・林業施業計画との関連
・市町村森林整備計画との関連
・その他
	

	水源かん養上からの意見
	

	環境保全上からの意見
	

	総合意見
	


様式第17号－1－①

新潟県　　第　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

新　潟　県　知　事　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為について、別記条件を付

して許可します。

記

1　 開発行為に係る森林の所在場所
2　 開発行為に係る森林の土地の面積

3　 開発行為の目的
付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第17号－1－②

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為について、別記条件を付

して許可します。

記

1　 開発行為に係る森林の所在場所
2　 開発行為に係る森林の土地の面積

3　 開発行為の目的
付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第17号－2－①

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

新　潟　県　知　事　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為の変更について、別記条

件を付して許可します。

記

1 　既 許 可 番 号

2 　開発行為に係る森林の所在場所

3 　開発行為に係る森林の土地の面積

4 　開発行為の目的

付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第17号－2－②

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為の変更について、別記条

件を付して許可します。

記

1 　既 許 可 番 号

2 　開発行為に係る森林の所在場所

3 　開発行為に係る森林の土地の面積

4 　開発行為の目的

付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第17号－3

　　第　　　　　　号

　　年　　月　　日

市　町　村　長　様

新潟県農林水産部長
（地域振興局長）

林地開発行為の許可（変更許可・不許可）
について（通知）
別紙写しのとおり許可（不許可と）された　のでご承知ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　し　た

様式第17号－4

　　第　　　　　　号

年　　月　　日

市　町　村　長　様

　　新潟県農林水産部長
（地域振興局長）

伐採森林の通知について（通知）

別紙の伐採計画書に記載された森林について、伐採が行われる予定ですので、通知します。

様式第17号－5－①

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　様

　新　潟　県　知　事　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為について、不許可としま
す。

記
1 　開発行為に係る森林の所在場所
2　 開発行為に係る森林の土地の面積
3　 開発行為の目的
4　 理由

付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第17号－5－②

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　様

  地域振興局長 　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで申請のあった下記の開発行為について、不許可としま
す。

記
1 　開発行為に係る森林の所在場所
2　 開発行為に係る森林の土地の面積
3　 開発行為の目的
4　 理由

付記

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの以外のものであるとき】
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

【不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるとき】
１　裁定の申請について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「申請期間」といいます。）に、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができます。

なお、申請期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁定の申請をすることができなくなります。

また、正当な理由があるときは、申請期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁定の申請をすることが認められる場合があります。
２　取消しの訴えについて

　　この処分について不服があったとしても、この処分についての取消しの訴えを提起することはできません。取消しの訴えを提起することができるのは、この処分についての公害等調整委員会の裁定に対してのみです。
様式第18号

第　　　　　　号

　　年　　月　　日

新潟県森林審議会長　様

　　　新　潟　県　知　事　　
林地開発行為の許可について（諮問）
森林法（昭和26年6月26日法律第249号）第10条の2第1項の規定による許可申請のあった別紙案件について、同法第10条の2第6項の規定により諮問します。
様式第19号
現 地 調 査 指 導 記 録 票
	許可番号
	年　月　日

新潟県　第　　号
	調査年月日
	年　　月　　日　　　

	
	
	調　査　者

	開発行為者
	
	

	所在場所
	
	

	開発の目的
	
	

	許可面積
	ha
	立　会　者（自筆）

	開発の期間
	  . .  ～  . .  
	

	工事施工者
	
	

	調　　査　　事　　項
	調査結果
	指　　　示　　　事　　　項

	災
害

の
防
止
	切土・盛土等
	工　　　法
	適・不適
	

	
	
	法面の勾配
	適・不適
	

	
	
	法面の小段
	適・不適
	

	
	
	法面の排水
	適・不適
	

	
	
	法面の保護
	適・不適
	

	
	
	捨土の位置
	適・不適
	

	
	
	土の仮置等
	適・不適
	

	
	排水施設
	設置箇所
	適・不適
	

	
	
	数量・構造
	適・不適
	

	
	土留・擁壁
	設置箇所
	適・不適
	

	
	
	数量・構造
	適・不適
	

	
	堰　堤　等
	設置箇所
	適・不適
	

	
	
	数量・構造
	適・不適
	

	
	調節池・
沈砂地等
	設置箇所
	適・不適
	

	
	
	数量・構造
	適・不適
	

	
	飛石・落石・
雪崩等の
防止措置
	設置箇所
	適・不適
	

	
	
	数量・構造
	適・不適
	

	水の確保
	水量の確保
	適・不適
	

	
	水質の保全
	適・不適
	

	環境保全
	残置森林・緑地の保全
	適・不適
	

	
	造成森林・緑地の配置
	適・不適
	

	
	跡　地　の　緑　化
	適・不適
	

	許可標識・防護柵・洗車場　
	適・不適
	

	その他指導事項

是正措置期限　　　 年　　月　　日　


※　指導事項があったものについて本票を交付する場合は、責任者職・氏名を明示すること。
様式第20号

第            号

年　　月　　日

様

新潟県農林水産部長　　　
（地域振興局長）  　　
開発行為の内容変更について（通知）
　　　　　年　　月　　日付けで届出のあった、下記の開発行為の変更について確認しました。 

　ついては、許可条件を遵守の上施行してください。                　

記
1 　既許可番号

2 　開発行為に係る森林の所在場所

3　 開発行為に係る森林の土地の面積

4　 開発行為の目的
5　 変更事項
6　 届出到達年月日
様式第21号
開発行為変更届出内容確認書
1　収受年月日
2 変更内容
・土地利用計画
	区　　　　分
	変　更　前
	変　更　後
	増　　　　減

	事業区域面積
	ha
	ha
	ha

	しようとする森林面積
	ha
	ha
	ha

	係る森林面積
	ha
	ha
	ha


・開発行為の期間　　変更前　　　年　月　日　　　変更後　　　年　月　日

　・

　・

　・

3　計画変更に伴う災害防止、環境保全のための措置
4　地域住民、市町村長の意向
5　他法令等の手続状況
6　確　認　結　果　　適・条件適・不適　　　　年　　月　　日

確認者職・氏名　　　　　　　　　　　　　

様式第22号－1
第　　　　　　号
年　　月　　日

様

新　潟　県　知　事　　　
（地域振興局長） 　
開発行為の承継について（通知）
　　　　年　月　日付けで届出のあった、下記の開発行為を行う権原の譲渡（開
発行為者の地位の承継）について確認しました。
　なお、許可条件を遵守の上施行してください。
記
	許可番号
	年　月　　日　　新潟県　　第　　　号

	開発行為に係る森林の所在場所
	

	開発行為に係る森林の土地の面積
	ヘクタール

	開発行為の目的
	


様式第22号－2
第　　　　　　号

年　　月　　日

市　町　村　長　様

新潟県農林水産部長 
  （地域振興局長）
林地開発行為に係る許可の承継について（通知）
別紙写しのとおり承継されたのでご承知ください。
様式第23号－1
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　様

新　潟　県　知　事　 　
（地域振興局長） 　
開発行為の休止について（通知）
　　　　　年　　月　　日付けで届出のあった、下記の開発行為の休止について確認しました。
ついては、休止期間中の災害防止等について万全を期するとともに、開発行為を再開するときは、開発行為再開届を提出してください。

記
1　 既許可番号

2　 開発行為に係る森林の所在場所
3　 開発行為に係る森林の土地の面積
4　 開発行為の目的
5　 休止期間
（届出到達の日から）　　　　　　　　　　　　　　まで
様式第23号－2
第　　　　号

年　　月　　日

　　　　様

 新　潟　県　知　事　　 
（地域振興局長） 　
開発行為の廃止について（通知）
　　　　年　　月　　日付けで届出のあった、下記の開発行為の廃止について確認し
ました。
　なお、再度開発行為をしようとするときは、改めて林地開発許可が必要です。　　　

記
1　既許可番号
2　開発行為に係る森林の所在場所
3　開発行為に係る森林の土地の面積
4　開発行為の目的
5　届出到達年月日

様式第23号－3

第　    　　　号

年　　月　　日

市　町　村　長　様

 新潟県農林水産部長
（地域振興局長）

林地開発行為の廃止について（通知）
別紙写しのとおり廃止されたのでご承知ください。
様式第24号－①

                                                            新潟県　  第　  　号

年　　月　　日

　　　様

新　潟　県　知　事 　　 eq \o\ac(□,印)
下記の開発行為の許可を取り消します。
記
1　 既許可番号
2　 開発行為に係る森林の所在場所
3　 開発行為に係る森林の土地の面積

4　 開発行為の目的
5　 理　　　由

付記
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

様式第24号－②

                                                            新潟県　  第　  　号

年　　月　　日

　　　様

地域振興局長 　 eq \o\ac(□,印)
下記の開発行為の許可を取り消します。
記
1　 既許可番号
2　 開発行為に係る森林の所在場所
3　 開発行為に係る森林の土地の面積

4　 開発行為の目的
5　 理　　　由

付記
１　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

様式第24号－2
第　　　　　　号

年　　月　　日

市　町　村　長　様

 新潟県農林水産部長
（地域振興局長）
林地開発許可の取消しについて（通知）
別紙写しのとおり取り消しになったのでご承知ください。

　　　　　　　　　　　　 た
様式第25号－1
                                                                          第 　　　　　 号

年　　月　　日

　様

新　潟　県　知　事 　　
（地域振興局長） 　
開発行為完了確認検査の実施について（通知）
　　　　年　　月　　日付けで完了の届出があった開発行為について、下記のとおり
検査員を指定し、完了確認検査を実施するので通知します。
記
1 　検査実施日時
　　　　　年　　月　　日　　午前・午後　　時
2  検査員の職・氏名
3　 そ　　の　　他
(1)　必ず立ち会いのこと。
(2)　当日、次のものを準備すること。
　申請図書、工事仕様書、出来形完成図面、写真（現場写真撮影要領による）、試験
　成績書、その他参考となる書類、測定用器具
様式第25号－2
開発行為完了（部分完了）確認検査報告書
　年　　　月　　　日
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
所属
検査員
氏名　　　　　　　　　　　　　
（電話　　　　　　　　　　　　）

下記の開発行為に係る工事については検査の結果、許可内容どおり完了（部分完了）した
ことを認めます。
〔次のとおり修補（改造）工事を要します。〕
記
	許可番号
	年　　　月　　　日　　新潟県　　第　　　　号

	開発行為に係る
森林の所在場所
	

	開発行為の目的
	

	開発行為者住所氏名
又は名称及び
代表者の氏名
	

	完了内容
	

	着手年月日
	年　　　　月　　　　日

	完了年月日
	年　　　　月　　　　日

	検査年月日
	年　　　　月　　　　日

	（検　査　結　果）
修補（改造）を要する
部分及びその概要、
工事の必要日数等
	


様式第25号－3
第　　　　　　号

年　　月　　日

様

新　潟　県　知　事　　 
（地域振興局長） 　
修補（改造）工事の施工について（通知）
　　　　　年　　月　　日付けで完了確認検査を実施した開発行為について、下記のと
おり修補（改造）工事を施工してください。
　なお、工事が完了したときは、修補（改造）工事完了届を提出してください。

記
1 　施工箇所及び方法

2 　施　工　期　限
　　　　　　年　　月　　日
3 　修補（改造）を必要とする理由

様式第25号－4
第　　　　　　号

年　　月　　日

様

新　潟　県　知　事　　 
（地域振興局長） 　
検査結果の判定保留について（通知）
　　　　　年　　月　　日付けで完了確認検査を実施した開発行為について、緑化工の効果が十分に発揮されないおそれがあることから、下記のとおりその判定を保留します。
　なお、再検査の日時及び検査員の職・氏名については、改めて通知します。


記
1 　判定を保留する理由
　緑化工について、林地開発行為完了確認検査実施要領（平成６年３月７日付け治第700号）に定める成績判定の基準を満たしておらず、その効果が発揮されないおそれがあるため
2 　再検査の実施時期（予定）
　　　年　　月
様式第26号
修補（改造）工事完了届
　　年　　月　　日　

　
新潟県知事　　様

（地域振興局長）
　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあっては、　　　　　　　  

　名称及び代表者の氏名　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （電  話　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日付けで通知がありました、修補（改造）工事について、
年　　月　　日完了したので届け出ます。
様式第27号

開発行為完了（部分完了）確認書

第　　　　　　号

年　　月　　日

様

新　潟　県　知　事　 　
（地域振興局長） 　
　下記の開発行為に関する工事は、　　   年　　 月　　 日検査の結果、森林法第10条の2第1項の許可の内容に適合していることを認めます。

　なお、開発後における調節池等防災施設及び残置森林等の適正な維持管理に努め、土砂、濁水等の流出に留意願います。

記

1 　許　可　番　号

　　　　　　　年　　月　　日　新潟県　　第　　　号

2　 開発行為に係る森林の所在場所

3　 開発行為に係る森林の土地の面積
　 （部分完了の場合　　　　haのうち　　　　ha）
4　 開発行為の目的

5　 完　了　内　容

様式第27号－2

第　　　　　　号

年　　月　　日

市　町　村　長　　様

新潟県農林水産部長
（地域振興局長）
林地開発行為の完了について（通知）

別紙写しのとおり完了と認められたのでご承知ください。

　た

様式第28号

違　反　行　為　等　調　査　書

年　　月　　日　　
            地域振興局　　
	違反行為等
所在場所
	

	違反行為等
発見の年月日
及び発見者
	発見年月日
	年　　　月　　　日　（午前・午後　　　　　時）

	
	発見者の
住所職氏名
	（TEL　　　　　）

	
	発見のいきさつ
	

	違
反
行
為
等
の
内
容
及
び
現
地
調
査
結
果
	調査者等
	現地調査
実施年月日
	年　　　月　　　日

	
	
	現地調査者の
職氏名
	

	
	
	立会者の職氏名
	（TEL　　　　　）

	
	
	
	（TEL　　　　　）

	
	違反行為
内　　容
	目的規模
	

	
	
	違反行為等発生
(着手)の年月日
	

	
	
	開発行為者の
住所氏名
	（TEL　　　　　）

	
	
	工事施工者の
住所氏名
	（TEL　　　　　）

	
	調　　査
結　　果
	違反行為等の
内容及び現況
	

	
	
	事業者等の
申立て
	

	附近に及ぼす
影響の有無
	
	

	他の法令
との関係
	
	

	発生に伴って
とった措置
	
	

	摘要
	
	


（注）　現況図・写真を添付すること。

様式第28号－2

違　反　行　為　等　経　過　書

№　　　　　　
	違反行為等の所在場所
	

	開発行為の目的
	

	開発行為者
	

	年月日
	主な経過（行為着手年月日、他法令の許認可、用地取得の状況、及び行政庁の対応の経過等）


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


様式第29号－1－①

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新　潟　県　知　事　　　 eq \o\ac(□,印)
　森林法（昭和26年法律第249号）第10条の3第1項の規定により、下記のとおり開発行為の中止を命じます。
記
1　 命令に係る森林の所在場所
2　 理　　　由（例）
　森林法第10条の2第1項の規定により許可を受けなければならないにもかかわらず、許可を受けずに開発行為を行っているため。
付記
１　告発について

この命令に従わない場合は、刑事訴訟法第 239条第 2項の規定による告発
　の措置をとることとなります。
２　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
３　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記２の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記２の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
４　処分の公表について
　　この命令に正当な理由がなく従わなかったときは、森林法第10条の３第２　
　項の規定による公表の措置をとることとなります。

様式第29号－1－②

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

地域振興局長 　 eq \o\ac(□,印)
　森林法（昭和26年法律第249号）第10条の3第1項の規定により、下記のとおり開発行為の中止を命じます。
記
1　 命令に係る森林の所在場所
2　 理　　　由（例）
　森林法第10条の2第1項の規定により許可を受けなければならないにもかかわらず、許可を受けずに開発行為を行っているため。
付記
１　告発について

この命令に従わない場合は、刑事訴訟法第 239条第 2項の規定による告発
　の措置をとることとなります。
２　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
３　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記２の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記２の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
４　処分の公表について
　　この命令に正当な理由がなく従わなかったときは、森林法第10条の３第２　
　項の規定による公表の措置をとることとなります。

様式第29号－2－①

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

様

新　潟　県　知　事　　　 eq \o\ac(□,印)
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の3第1項の規定により、下記のとおり復旧を命じます。
　（なお、　　　年　　月　　日付け新潟県　　第　　号による中止命令については、この復旧命令に係る行為に限りこれを解除します。）
記
1 　命令に係る復旧工事の施工場所
2　 復　旧　方　法
　  別添設計図書のとおり
3 　履　行　期　限
　　　　　　年　　月　　日
4 　理　　　由（例）
　  災害の防止及び景観の保持のため復旧を指示したが、これに従わないため。
5 　そ　　の　　他
　  復旧行為に着手又は完了したときは、速やかに復旧行為着手（完了）届を提出すること。
付記
１　告発について

この命令に従わない場合は、刑事訴訟法第 239条第 2項の規定による告発
　の措置をとることとなります。
２　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
３　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記２の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記２の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
４　処分の公表について
　　この命令に正当な理由がなく従わなかったときは、森林法第10条の３第２　
　項の規定による公表の措置をとることとなります。

様式第29号－2－②

新潟県　　第　　　　号

　　年　　月　　日

様

地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の3第1項の規定により、下記のとおり復旧を命じます。
　（なお、　　　年　　月　　日付け新潟県　　第　　号による中止命令については、この復旧命令に係る行為に限りこれを解除します。）
記
1 　命令に係る復旧工事の施工場所
2　 復　旧　方　法
　  別添設計図書のとおり
3 　履　行　期　限
　　　　　　年　　月　　日
4 　理　　　由（例）
　  災害の防止及び景観の保持のため復旧を指示したが、これに従わないため。
5 　そ　　の　　他
　  復旧行為に着手又は完了したときは、速やかに復旧行為着手（完了）届を提出すること。
付記
１　告発について

この命令に従わない場合は、刑事訴訟法第 239条第 2項の規定による告発
　の措置をとることとなります。
２　審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、知事に対して審査請求をすることができます。

ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
３　処分の取消しの訴えについて

(1) この処分については、上記２の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となります｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(2) また、上記２の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

(3) ただし、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
４　処分の公表について
　　この命令に正当な理由がなく従わなかったときは、森林法第10条の３第２　
　項の規定による公表の措置をとることとなります。

様式第29号－3
第　　　　　　号
　年　　月　　日

市　 町 　村 　長　　様

　新潟県農林水産部長
（地域振興局長）
森林法違反行為の中止命令（復旧命令）について（通知）
別紙写しのとおり命じ られた のでご承知ください。
 た

様式第30号
復旧行為着手（完了）届
　　年　　月　　日

新　潟　県　知　事　　様
（地域振興局長）
　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人にあっては、
                                              名称及び代表者の氏名

　　　　　年　　月　　日付け（新潟県）　　第　　　号で指示を受けた（命じられた）復旧行為について、下記のとおり着手（完了）したので届け出ます。
記
1　 復旧工事施工場所

2　 着手（完了）年月日

様式第30号－2

復旧行為完了確認書
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

新　潟　県　知　事　　　
（地域振興局長）　　
年　　月　　日付け（新潟県）　　第　　号で指示した（命じた）下記の
復旧行為について、　　年　　月　　日検査の結果、完了と認めます。
記
復旧工事施工場所
様式第30号－3
第　　　　　　号
　年　　月　　日

市　町　村　長　様

新潟県農林水産部長
（地域振興局長）
復旧行為の完了について（通知）
別紙写しのとおり完了と認め られた のでご承知ください。
                         　  た

様式第31号

告　　　　発　　　　状
第　　　　　　号

年　　月　　日

新潟県警察本部長　様

新　潟　県　知　事　　 eq \o\ac(□,印)
　下記の被告発人は、森林法（昭和26年法律第249号）に違反している事実が認められるので、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第239条第2項に基づき告発します。
記
1　 被　告　発　人
2　 犯罪となるべき事実の行われている場所及び面積

3　 違反行為の経過及び措置
4　 告発する法令等違反の事実
5　 罪名及び罰条
6　 証　拠　書　類

様式第31号－2
第　　　　　　号
　年　　月　　日

市　町　村　長　様

 新潟県農林水産部長
森林法違反行為者の告発について（通知）
別紙写しのとおり告発されたのでご承知ください。
様式第32号
連　絡　調　整　協　議　書
　　　年　　月　　日

地域振興局長　様
住　所

氏　名
法人にあっては、

名称及び代表者の氏名
連絡責任者

（電  話　　　　　　　　　　　）

下記のとおり許可制の適用のない林地開発行為をしたいので、協議します。
記
1　開発行為に係る森林の所在場所

2　開発行為に係る森林の土地の面積

3　開発行為の目的

(4 事業実施の根拠法令)


様式第32号－2

第　　　　　　号

年　　月　　日

様

地域振興局長 　　
　
許可制の適用のない林地開発行為に係る

調整について（通知）
年　　月　　日付けで協議のあった下記の開発行為について了承しました。
ついては、林地開発許可制度の趣旨に沿って事業を実施するとともに、開発行為に係る
森林の土地の面積又は防災施設に係る計画変更をする場合は、再度協議してください。
記
1 開発行為に係る森林の所在場所
2　開発行為に係る森林の土地の面積
3　開発行為の目的
付記
　開発行為を完了したときは、すみやかに許可制の適用のない林地開発行為完了届を提
出してください。
様式第33号

許可制の適用のない開発行為実施計画書
	開
発
区
域
面
積
	開発行為をしようとする事業区域面積
	ヘクタール

	
	〃 　をしようとする森林面積（Ａ）
	

	
	〃 　に係る森林面積（Ｂ）  
	

	伐採計画
	既伐採林　　ha　 今後伐採する人工林　　ha 　 ㎥　 天然林　　ha 　 ㎥　

	計画の概要
	工期　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

	切土・盛土
	総切土量　　　㎥　　最大切土高　　　ｍ　　切土法面勾配

	
	総盛土量　　　㎥　　最大盛土高　　　ｍ　　盛土法面勾配

	
	法面緑化又は植栽の方法

	防災施設
	防災ダム（種　別）　　基　　 貯砂能力　　　　㎥

	
	沈 砂 池（　  　）　　〃　　　　　   　　　　㎥

	
	調 節 池（  　　）　　〃　　 調節能力　　　　㎥

	
	土 留 工（  　　）　　〃　　 総 延 長　　  　ｍ

	（記載例）
	柵　　工（  　　）　　　　　　　〃　　　　　 ｍ

	
	水 路 工（  　　）　　　　　　　〃　　　　　 ｍ

	
	暗 渠 工（　　  ）　　　　　　　〃　         ｍ

	
	そ の 他（　  　）

	残置森林等
	開発行為をしようとする事業区域から　　　　ｍを残置する。

	
	残置森林面積(C)＝(A)－(B)－(F)　　ha（うち若齢林の面積(D)　　　　ha）

	
	造成森林面積(E)　　　　　　　　　 ha　伐採のみの森林面積(F)　　  ha

	
	残置森林率 (C)－(D) 　　　　％　　森林率 (C)＋(E)　　　　　％
              (A)                           (A)

	そ　の　他
	


　

様式第34号
連　絡　調　整　変　更　協　議　書
　　　年　　月　　日

地域振興局長　様

住　所

氏　名
法人にあっては、

名称及び代表者の氏名
連絡責任者

（電  話　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日付け　　　第　　　号で了承された開発行為について、

下記のとおり変更したいので、協議します。
記
1　開発行為に係る森林の所在場所

2　開発行為に係る森林の土地の面積

3　開発行為の目的

4　変更理由

様式第34号－2

第　　　　　　号

年　　月　　日

様

地域振興局長 　　
許可制の適用のない林地開発行為の変更に係る

調整について（通知）
年　　月　　日付けで変更協議のあった下記の開発行為について了承しました。
ついては、林地開発許可制度の趣旨に沿って事業を実施するとともに、開発行為に係る
森林の土地の面積又は防災施設に係る計画変更をする場合は、再度協議してください。
記
1　開発行為に係る森林の所在場所
2　開発行為に係る森林の土地の面積
3　開発行為の目的
付記
　開発行為を完了したときは、すみやかに許可制の適用のない林地開発行為完了届を提
出してください。
様式第35号
許可制の適用のない林地開発行為完了届
地域振興局長　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては
名称及び代表者の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （電  話　　　　　　　　　　　）
年　　月　　日付け　　　第　　　号で了承された開発行為について、

下記のとおり完了したので届け出ます。

記
1 　開発行為に係る森林の所在場所
2　 開発行為に係る森林の土地の面積
3　 開発行為の目的

4　 完了年月日



様式第36号
林 地 開 発 行 為 連 絡 調 整 簿
	
	
	年度
	

	整 理
	通 知 番 号
	事業実施
	開発行為
	開発行為に係る
	開発行為をしようと
	開発行為をしよう
	開発行為に係る

森　林　面　積
	協　議

	番 号
	
	機関名
	の目的
	森林の所在場所
	する事業区域面積
	とする森林面積
	
	年月日

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・

	
	　 ・　・

第　　号
	
	
	
	ha
	ha
	ha
	・ ・




様式第37号
森林法第188条　立入調査等の身分証明書交付簿

　　年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所属  　　　　　　　　　

	※証明書番号
	※交付年月日
	氏　名
	備　考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※欄は、治山課において使用する。

様式第38号
誓　約　書

　　年　　月　　日　　
新潟県知事　　様
（地域振興局長）
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

私は、森林法第10条の３第１項の規定により開発行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨の命令を受けており、かつ、これに従っていない者に該当しないことを誓約します。

様式第39号
開発行為により影響を受ける者へ
申請資料を提供することに対する同意書

　　年　　月　　日　　
地 域 振 興 局 長　 様
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　

（異存ない場合）

林地開発許可制度事務取扱要領第４第７項（２）により、関係市町村長が必要に応じて、同要領別記３に示されている関係書類を開発行為により影響を受ける者に提供することについて、依存ありません。
（提供することで不利益が発生する等の場合）
林地開発許可制度事務取扱要領第４第７項（２）により、関係市町村長が必要に応じて、同要領別記３に示されている関係書類を開発行為により影響を受ける者に提供することについて、下記により、（一部又は全部）の提供ができません。

〇提供することができない理由
〇提供することができない書類（一部提供の場合）
様式第40号

防災施設等の維持管理計画書

　
	1
	防災施設名（例：No〇洪水調整池）

	2
	地番および面積

	3
	開発行為中の維持管理方法
（ア）点検のスケジュール（点検対象、及び点検時期又は点検頻度を記載することとし、点検時期は「○月」、点検頻度は「○か月ごと」のように具体的に付すこと（「洪水期に○回」などのように、具体的な時期が不明確となる記載は避けること）。）

（イ）個別の点検項目（防災施設等の損傷状況、土砂の堆積状況等 を記載すること。） （ウ）点検結果に応じて必要となる対応（損傷箇所の修繕、堆積した土砂の除去等を　　　
記載すること。） 

（エ）点検結果及び点検結果を踏まえた対応状況の記録方法（点検又は対応した箇所ごとに記録すること。）

	4
	開発行為後の維持管理方法
※3「開発行為中の維持管理方法」と同様に記載すること。


　　　（注）１～４について、防災施設等毎に記載すること（仮設の防災施設等も含む）。
書式例第１号
工　事　費　内　訳　書

	工 事 名
	工　　種
	種　　　類
	数　　量
	単価(円)
	金額(千円)
	備　　考

	土 工 事
	切　　土
	砂利交り土
	○○○㎥
	
	
	

	
	盛　　土
	○○○
	○○㎥
	
	
	

	
	整　　地
	○○○
	○○○㎥
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	○○○
	規格図No.○

	防災工事
	擁　　壁
	コンクリート
	○○ｍ
	
	
	構造図No.○

	
	水　　路
	Ｕ型管
	○○○ｍ
	
	
	〃　　〃

	
	
	○○○
	○○ｍ
	
	
	〃　　〃

	
	沈 砂 池
	○○○
	○基
	
	
	〃　　〃

	
	
	
	
	
	
	

	
	保安施設
	洗車場・標示板
立入禁止柵等
	1.0式
	
	
	〃　　〃

	
	小　　計
	
	
	
	○○○
	

	緑化工事
	植　　栽
	ス　　ギ
	○○○㎡
	
	
	3,000本／ha

	
	
	ハ　ン　ノ　キ
	
	
	
	3,000本／ha

	
	種子吹付
	○○○
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	○○○
	規格図No.○

	道路工事
	舗　　装
	コンクリート
	○○ｍ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	○○○
	

	○○工事
	○　　○
	○○○
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	
	○○○
	

	合　　計
	
	
	
	
	○○○
	


（注）1　工事費の内訳は、土工事・防災工事・緑化工事・その他工事等に区分し、さらに工種別・種類別
　　　　 の数量と金額を記載すること。
　      2　既設工事については単位・金額の欄は空白とし、備考欄に「既設」と記載すること。


書式例第２号

工　　　事　　　工　　　程　　　表
開 発 場 所    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　期　 着手予定日　　　　年　　　月　　　日
開 発 目 的  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完了予定日　　　　年　　　月　　　日

	
	年   
	年   
	年   
	備　　　考

	 工　種
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


書式例第3号
主な工事施工経歴書
1 工事施工者の住所並びに氏名又は名称及び代表者の氏名
2 建設業法による建設業の許可の年月日、種類及び番号
3 建設業法第26条に規定する主任技術者の住所及び氏名
4 技術者略歴（職名、氏名、年齢、在社年数、資格免許等）　別紙として添付すること。

5 造成工事施工経歴
	注文主の氏名又は名称
	元請　　下請の別
	工事内容
	工事施工場所 
	金  　 額
	完了年月日

	
	
	
	
	（千円）
	


書式例第4号

土地所有者等関係権利者同意書
開発行為者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名
開発行為の目的
開発行為の場所及び面積
上記の開発行為の施行について、次の土地を使用されることについては、異議なく同意します。
	同意年月日
	土地の所在場所
	権利の種類
	権利者の住所、氏名　　　　又は名称及び代表者の氏名
	印

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（注）1　土地の所在場所は地番まで記載すること。 

2　権利の種類は、例えば所有権、賃借権、地上権と記載すること。                                                 3  1筆に係る所有権等が多数である場合は、別紙に共有者名簿等を添付してそれぞれ押印すること。
4　土地登記簿の名義人と同意者が異なる場合は、両者の関係を明らかにした書類（売買契約書、戸籍謄本及び相続関係図等）を添付すること。



書式例第5号
利 害 関 係 者 同 意 書
開発行為者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名
開発行為の目的
開発行為の場所及び面積
上記の開発行為の施行については、異議なく同意します。
	同意年月日
	利害関係の内容
	利害関係者の住所、氏名
又は名称及び代表者の氏名
	印

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（注）1　利害関係の内容は、地区区長、水利権、漁業権、隣接土地所有権（地番）等を記載すること。

　　　　　2　土地登記簿の名義人と同意者が異なる場合は、両者の関係を明らかにした書類（売買契約書、
　　　　　 戸籍謄本及び相続関係図等）を添付すること。
書式例第6号－1
残置森林等の管理に関する協定書
　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、

乙が　　 　　　　市　　　　　　　　町 　　　　　　 大字　　　　　　　　内に　　　　　　　等を 

 　　　　　　　　郡　　　　　　　　村
建設することについて次の条項によって協定し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。

（残置森林等の維持管理）
1　 乙は、残置森林等を、計画に基づき善良に維持管理するものとする。

（地域森林計画の遵守）
2　 乙は、残置森林等が地域森林計画の対象となる場合は、その計画に則した施業を行うものとする。

（補植等の実施）
3　 乙は、残置森林等のうち、補植又は改植を必要とする箇所には現地に適合した樹種を適期に植栽するものとする。
（保育管理の実施）
4　 乙は、残置森林等のうち、造成した森林又は緑地については活着するまでの間散水等の措置を講ずるものとする。また、下刈り、つる切り、除伐、間伐及び施肥を必要とする箇所については適切な保育作業で管理するものとする。
（立木の伐採）
5　 乙は、残置森林等の立木を伐採する場合は、あらかじめ甲に協議し、承認を得た上で必要な手続きを行うものとする。
（調節池等防災施設の維持管理）
6　 乙は、調節池等防災施設の適正な維持管理に努め、土砂の流出、濁水等の流出に留意するものとする。

（維持管理計画書の提出）
7　 乙は、開発行為完了時に残置森林等の維持管理計画書を作成し、甲に提出するものとする。

　なお、計画に変更を生じた場合はそのつど、変更計画書を提出するものとする。

（誓約事項の承継）
8　 残置森林等の所有権、その他森林等を利用する権利を他に譲渡したときは、この誓約事項を当該権利者に承継するものとする。
年　　　月　　　日

甲　住　所
氏　名　　　市　町　村　長　　　
乙　住　所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあっては、
名称及び代表者の氏名
書式例第6号－2
残置森林等の管理に関する誓約書

年　　月　　日

市　町　村　長　　様
住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
法人にあっては、
名称及び代表者の氏名
次の残置森林等について、下記のとおり維持管理することを誓約します。
開発行為に係る森林の所在場所
　　開発行為をしようとする区域及び面積
　　　　　別図のとおり　　　　　　　　㎡

残置又は造成する森林又は緑地の区域及び面積
　　　　　別図のとおり　　　　　　　　㎡

記
（残置する森林等の保存）
1　 残置森林等は、他の目的には転用しません。
（地域森林計画の遵守）
2　 残置森林等が森林法（昭和26年法律第249号）第5条の規定による地域森林計画の対象となる場合は、
　その計画に則した施業を行います。
（補植等の実施）
3　 残置森林等のうち、補植又は改植を必要とする箇所には現地に適合した樹種を適期に植栽します。
（保育管理の実施）
4　 残置森林等のうち、造成した森林又は緑地については活着するまでの間散水等の措置を講じます。ま
　た、下刈り、つる切り、除伐、間伐及び施肥を必要とする箇所については適切な保育作業で管理します。
（立木の伐採）
5　 残置森林等の立木を伐採する場合は、あらかじめ貴職に協議し、承認を得た上で必要な手続きを行います。
（調節池等防災施設の維持管理）
6　 調節池等防災施設の適正な維持管理に努め、土砂の流出、濁水等の流出に留意します。
（維持管理計画書の提出）
7　 開発行為完了時に残置森林等の維持管理計画書を作成し、貴職に提出します。
　なお、計画に変更を生じた場合はそのつど、変更計画書を提出します。
（誓約事項の承継）
8　 残置森林等の所有権、その他森林等を利用する権利を他に譲渡したときは、この誓約事項を当該権利者に承継します。
（注）土地の所有権が申請者以外の者である場合は、原則として申請者と土地所有者との連名の誓約書とする。
書式例第7号
計　画　図　一　覧　表
	番号
	名　　　　　称
	枚　数
	備　　　　　　　　　　　　考

	1
	位置図
	
	

	2
	区域図
	
	

	3
	面積算定図
	
	

	4
	現況図
	
	

	5
	土地利用計画図
	
	

	6
	流域現況図
	
	

	7
	防災等計画平面図
	
	

	8
	縦・横断面図
	
	

	9
	防災施設設計図
	
	

	10
	跡地緑化計画図
	
	

	11
	
	
	

	
	合計
	
	


書式例第8号－1
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様
新　潟　県　知　事　 

（地域振興局長）　　 eq \o\ac(□,印)
開発行為の施行について
　　　　年　　月　　日付け新潟県　　第　　　号で許可した開発行為について、未
だ着手されておりません。ついては下記の事項について、　　　年　　月　　日まで
に報告するよう勧告します。
記
1 　着手しない理由
2　 事業実施の意思の有無
3　 着手予定年月日
（開発行為の着手についての誓約書を提出すること。）
書式例第8号－2 
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

新　潟　県　知　事　 
（地域振興局長）　　 eq \o\ac(□,印)
開発行為の施行について
　　　  　年　　月 　 日付け新潟県　　第　　　号で許可した開発行為について、完
了予定日が過ぎたにもかかわらず未だ完了されておりません。ついては下記の事項につ
いて、　　　年　    月　　日までに報告するよう勧告します。
記
1　 完了遅延の理由
2  事業継続の意思の有無
3　 完了予定年月日
（開発行為の完了についての誓約書を提出すること。）
4　 必要な手続及び手続を行う予定時期
書式例第9号－1
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)
森林法違反行為の中止について
　あなたが行っている下記の開発行為は、森林法第10条の2第1項の規定により許可を
受けなければならないものであり、直ちに行為を中止してください。
　なお、この違反行為に対する措置は、追って通知します。
記
1 　違反行為に係る森林の所在場所
2    開発行為の目的
付記

　この指導に従わない場合は、森林法第10条の3第1項の規定により監督処分を行うことがあります。

（１）監督処分の権限を行使し得る根拠となる法律

　森林法第10条の３第１項
（２）（１）の条項に規定する要件

　森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けていないこと

（３）当該権限の行使が（２）の要件に適合する理由

　あなたが行っている上記の開発行為は、森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けなければならないが、許可を受けていないため

書式例第9号－2

第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様 
　　　地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)
森林法違反行為について
　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号により中止を指導した開発行為については誠に遺憾でありますので、今後このようなことのないよう厳重に注意します。
　なお、当該地の復旧に係る計画書を　　　年　　月　　日までに提出してください。
付記

　この指導に従わない場合は、森林法第10条の3第1項の規定により監督処分を行うことがあります。

（１）監督処分の権限を行使し得る根拠となる法律

　森林法第10条の３第１項
（２）（１）の条項に規定する要件

　森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けていないこと

（３）当該権限の行使が（２）の要件に適合する理由

　あなたが行っている上記の開発行為は、森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けなければならないが、許可を受けていないため

書式例第9号－3
第　　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様
地域振興局長　　 eq \o\ac(□,印)

森林法違反行為地の復旧について
　　　年　　月　　日付けで提出のあった復旧計画書により、下記のとおり施工し
てください。
記
1　 復旧行為に係る森林の所在場所
2　 履　行　期　限
　　　　　　　年　　月　　日

3   そ　　の　　他
復旧行為に着手又は完了したときは、速やかに復旧行為着手（完了）届を提出する
こと。
付記

　この指導に従わない場合は、森林法第10条の3第1項の規定により監督処分を行うことがあります。

（１）監督処分の権限を行使し得る根拠となる法律

　森林法第10条の３第１項
（２）（１）の条項に規定する要件

　森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けていないこと

（３）当該権限の行使が（２）の要件に適合する理由

　あなたが行っている上記の開発行為は、森林法第10条の２第１項で規定する許可を受けなければならないが、許可を受けていないため

書式例第10号－1

開発行為施行についての誓約書

新　潟　県　知　事　様
（地域振興局長）
年　　月　　日付けで申請しました、　　　　　　　　　　地内における 

 　のための開発行為について、次のとおり誓約いたします。

1 　開発行為は、申請書及び添付図書の内容並びに許可条件に従って行います。

2　 上記に反した場合、許可を取り消されても異存ありません。

3   許可の取消しにあたり、開発地について、監督処分としての復旧命令を受けても異

存ありません。

年　　月　　日

住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
法人にあっては、
名称及び代表者の氏名
書式例第10号－2

開発行為の着手についての誓約書
新　潟　県　知　事　様
（地域振興局長）
　　　　年　　月　　日付け新潟県　　　第　　　号で許可を受けた開発行為につい
ては、　　　年　　 月　　 日までに着手します。なお、この日までに着手できなかっ
たときは、許可を取り消されても異存ありません。
　以上誓約いたします。
年　　月　　日

住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
法人にあっては、
名称及び代表者の氏名
書式例第10号－3

開発行為の完了についての誓約書
新　潟　県　知　事　様
（地域振興局長）
　　　　年　　月　　日付け新潟県　　　第　　　　号で許可を受けた開発行為につい
ては、継続して事業を実施したいので、次の事項について誓約いたします。
1　　　　年　　　月　　　日までに変更許可申請書を提出します。なお、この日までに
提出できなかったときは、許可を取り消されても異存ありません。
2　 前項の許可の期間内に完了します。なお、その日までに完了できなかったときは、
　許可を取り消されても異存ありません。
3　 開発行為を継続することができなくなったとき、及び貴職の指示による前項の処分
  を受けたときは、貴職の指示に従い災害防止及び森林の機能回復のために必要な措置
　を講じます。なお、これらの復旧工事について、監督処分としての復旧命令を受けて
　も異存ありません。
年　　月　　日

住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞
法人にあっては、

名称及び代表者の氏名

書式例第10号－4

施行者の信用資力に関する書類の提出についての

誓約書
新　潟　県　知　事　様
（地域振興局長）
年　　月　　日付けで申請しました、　　　　　　　　　　地内における 

 　のための開発行為について、次のとおり誓約いたします。
1　開発行為に着手する前に、施行者の信用資力に関する書類を提出します。

2　上記に反した場合、許可を取り消されても異存ありません。
3   許可の取消しにあたり、開発地について、監督処分としての復旧命令を受けても異

存ありません。

年　　月　　日

住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
法人にあっては、
名称及び代表者の氏名
　　　
センチメートル以上
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100センチメートル以上
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（注）先行設置する施設とそれ以外の施設を分けて記載すること。
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（表）
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※仮設の防災施設等を設置する場合は、全体の施工工程において具体的な施工時期を明らかにし、本設とは分けて記載すること。
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